
発
達
が
気
に
な
る
お
子
さ
ん

の
早
期
教
育
相
談

対
象
：
原
則
、幼
児
期
か
ら
就
学

前
ま
で
の
子
ど
も
お
よ
び
そ
の
保
護

者　
日
時
：
７
月
30
日（
月
）・
31

日（
火
）
／
午
前
10
時
～
午
後
３

時
25
分
（
要
予
約
）
場
所
：
東
三

河
県
庁　
相
談
料
：
無
料　
申
込
：

６
月
29
日（
金
）
ま
で
に
電
話
に

て　
主
催
：
愛
知
県
教
育
委
員
会

▼
学
校
教
育
課

☎
23‐３
６
７
９

22‐３
８
１
１

平
成
30
年
度
教
科
書
展
示
会

日
時
：
６
月
８
日
（
金
）
～
７
月

２
日
（
月
）
／
午
前
９
時
～
午
後

４
時　
※
日
曜
日
を
除
く

場
所
：
豊
橋
市
教
育
会
館
（
ラ
イ

フ
ポ
ー
ト
と
よ
は
し
内
）　
内
容
：

小
・
中
学
校
、
高
等
学
校
用
教
科

書
見
本
の
展
示　
主
催
：
愛
知
県

教
育
委
員
会

▼
学
校
教
育
課

☎
23‐３
６
７
９

22‐３
８
１
１

寄
付

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し

ま
す
。

▼
４
月
３
日
、
匿
名
希
望
の
方
か

ら
、
田
原
中
部
小
学
校
の
図
書
室

整
備
の
た
め
、
金
10
万
円
。

▼
４
月
６
日
、
蒲
郡
信
用
金
庫
か

ら
、
地
域
社
会
の
振
興
に
資
す
る

た
め
、
車
両
１
台
。

▼
４
月
10
日
、
豊
橋
ベ
ン
チ
ャ
ー

ク
ラ
ブ　
会
長　
鈴
木
ゆ
き
様
か

ら
、地
域
社
会
へ
の
貢
献
の
た
め
、

書
籍
21
冊
。

▼
４
月
13
日
、
匿
名
希
望
の
方
か

ら
、地
域
福
祉
の
た
め
、金
５
万
円
。

税

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

１
０
０
２
７
６
６

　
平
成
30
年
１
月
１
日
以
降
に
新

築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋
の
実
地
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査

は
、
固
定
資
産
税
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
家
屋
の
評
価
額
を
決
定
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。
税
務
課
職

員
が
お
宅
や
事
務
所
な
ど
へ
調
査

に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
調

査
日
時
が
あ
る
場
合
は
、
税
務
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、本
年
度
も
既
設
家
屋
の
現

況
確
認
調
査
を
併
せ
て
実
施
し
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
１
０

23‐０
１
８
０

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
を

特
別
徴
収（
天
引
き
）し
ま
す

１
０
０
０
７
８
０

▪
対
象
の
方

　
平
成
29
年
中
に
公
的
年
金
な
ど

の
支
払
い
を
受
け
、
平
成
30
年
４

月
１
日
に
お
い
て
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
な
ど
の
非
課
税
の
年
金
を

除
く
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
65
歳
以
上
の
方

▪
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
る
金
額

　
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
所
得
か

ら
算
出
さ
れ
た
税
額
が
公
的
年
金

か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。
特
別
徴
収

対
象
の
方
に
は
、
市
か
ら
納
税
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
（
６
月
中
旬

発
送
予
定
）。
特
別
徴
収
予
定
の

金
額
は
納
税
通
知
書
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

■特別徴収の納付方法例

徴収方法 普通徴収（納付書・口座振替） 特別徴収（年金から徴収）
納付月 1期（６月） 2期（8月） 10月 12月 2月
税額 各期：年税額の４分の１ 各月：年税額の６分の１

①初めて65歳以上に該当する方（昭和27年4月3日～昭和28年4月2日生まれ）

②特別徴収2年目以降の方
徴収方法 特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額 各月：前年度分の年税額の６分の１ 各月：年税額から仮徴収分を
         差し引いた額の3分の1

◆
お
詫
び
と
訂
正

広
報
た
は
ら
５
月
号
23
ペ
ー
ジ
、

田
原
市
地
域
職
業
相
談
室
の
求
人

受
付
時
間
に
間
違
い
が
あ
り
ま
し

た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

正
し
く
は
、
午
前
10
時
30
分
～
正

午
、午
後
１
時
～
３
時
30
分
で
す
。

■広報大使に黒岩唯一さんを委嘱
　田原警察署は、
東海地方を拠点
にタレント活動や
ラジオパーソナリ
ティとして活躍中
の「黒ちゃん」こと
黒岩唯一さんに
田原警察署広報大使を委嘱しました。平成
２６年から委嘱をしており、今年で４期目にな
ります。これからも「黒ちゃん」の声で市民の
安全安心につながる発信をしてもらいます。

■テロ防止にご協力を
　今年の９月に2018アーバンリサーチＩＳＡ
ワールドサーフィンゲームスが開催されます。
国際イベントの開催で懸念されるのがテロ事
件です。不審者や不審車両、不審物を発見
した場合には警察への通報をお願いします。

▶田原警察署☎23-0110
田原警察署だより

T A H A R A
≫田原市のデータ

交通事故発生件数

窃盗犯罪発生件数

火災・救急件数

※（　）内の数字は
　平成30年の累計

4月

●人身9件（57件）
●負傷11人（71人）
●死亡0人（1人）
●物損115件（459件）

●侵入盗2件（7件）
●乗物盗1件（4件）
●非侵入盗6件（33件）

●火災4件（14件）
●救急169件（830件）

広報たはら  平成30年6月│    │21

おしらせ INFORMATION ※ ・ＨＰ=ホームページ／ =市ＨＰでの検索用ページＩＤ／市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


